
随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 資金課

契約締結日 令和2年3月11日

件名 名古屋市第511回10年公募公債募集委託契約

概要

資金調達を目的として証券を発行するにあたり、証券の募集及び発行
等を行う事務を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

本市指定金融機関で、募集から償還まで長期にわたる事務処理を安
定的に行ってきた実績があり、償還事務を資金事故発生時において
も、迅速かつ確実に行えるため

契約の相手方 株式会社　三菱UFJ銀行

契約金額（円） 2,640,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局資金課です。
電話番号　052-972-2309



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 固定資産税課

契約締結日 令和元年9月4日

件名 令和3基準年度鑑定評価業務委託

概要

本業務は、地方税法及び固定資産評価基準の規定に基づき、令和3基
準年度評価替えに向けて標準宅地の鑑定評価価格の算定を行う業務
である。
　主な業務は、以下のとおりである。

(1)  本市が指名する不動産鑑定士に、令和2年1月1日時点における標
準宅地の鑑定評価価格の算定を行わせる。

(2)  (1)の鑑定評価価格の算定においては、令和2年地価公示との評価
の均衡を確保するため、県単位、市単位、区単位で必要な調整を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会（以下、「鑑定士協会」とい
う。）は、愛知県内の地価公示及び地価調査の鑑定評価において、組織
的な鑑定評価業務を行っている唯一の法人である。

　固定資産税評価は、法の定めるところにより、地価公示及び地価調査
などの公的土地評価との均衡化・適正化に努めるものとされており、本
業務の実施にあたっては、基準日が1月1日と同一である地価公示との
均衡化・適正化を図りながら鑑定評価価格の算定を行うことが必要不可
欠であり、このような組織的な鑑定評価業務が可能なのは鑑定士協会
に限定される。

契約の相手方 公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

契約金額（円） 155,445,042

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局固定資産税課です。
電話番号　052-972-2343



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 南部市場エレベーター保守点検等業務委託

概要
１１人乗りエレベーター２基の保守点検 
１６人乗りエレベーター１基の定期検査 
２４人乗りエレベーター１基の定期検査

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、株式会社日立製作所が独自の技術により設計施工したもの
です。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エ レベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められるた
め、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができません。 
　ただし、同設備に関する事業部門については、現在、株式会社日立ビルシ
ステ ムに移管されており、保守点検業務に必要な技術・情報は同社が引き継
いでいることから、当該保守点検業務を履行することができるのは同社のみ
となっている ため。

契約の相手方 株式会社日立ビルシステム　中部支社

契約金額（円） （年額）897,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 工業研究所昇降機点検委託

概要 昇降設備２台の定期的な保守点検　一式

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、株式会社日立製作所が独自の技術により設計施工したもの
です。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められるた
め、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができません。 
　ただし、同設備に関する事業部門については、現在、株式会社日立ビルシ
ステ ムに移管されており、保守点検業務に必要な技術・情報は同社が引き継
いでいることから、当該保守点検業務を履行することができるのは同社のみ
となっているため。

契約の相手方 株式会社日立ビルシステム　中部支社

契約金額（円） 1,438,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 工業研究所昇降機点検委託（その２）

概要 昇降設備１台の定期的な保守点検　一式

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、フジテック株式会社が独自の技術により設計施工したもので
す。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められること
から、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができないため。

契約の相手方 フジテック株式会社　中部支社　名古屋支店

契約金額（円） （年額）528,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 藤前会館エレベーター保守点検委託

概要 エレベーターの保守点検を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、ダイコー株式会社が独自の技術により設計施工したもので
す。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められること
から、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができないため。

契約の相手方 ダイコー株式会社　名古屋営業所

契約金額（円） （年額）607,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 北区総合庁舎エレベーター設備保守点検業務委託（名古屋市分）

概要 乗用エレベータ３基、人荷用エレベータ１基、毎月１回定期点検

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、東芝エレベータ株式会社が独自の技術により設計施工したも
のです。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められること
から、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができないため。

契約の相手方 東芝エレベータ株式会社　中部支社

契約金額（円） 1,979,578

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 令和２～４年度　昭和区総合庁舎エレベータ設備保守点検業務委託

概要
エレベータ設備保守点検業務　一式 
エレベータ３基

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、東芝エレベータ株式会社が独自の技術により設計施工したも
ので す。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められること
から、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができないため。

契約の相手方 東芝エレベータ株式会社　中部支社

契約金額（円） 1,808,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 名古屋市科学館自動制御機器保守委託

概要
名古屋市科学館の空気調和設備等の自動制御機器及び自動制御システム
の 保守点検

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該装置は、科学館の空調等の設備機器を制御する設備であり、ジョンソ
ンコ ントロールズ株式会社が持つ技術・手法をもって開発されたものです。 
　本件は、当該システムを常に正常な状態で維持し、安全・安定運転を確保
するために保守点検及び故障時の緊急対応を行うもので、そのプログラム構
成及びデータ処理に係る手法を知る開発者でなければ保守点検を行うことが
できないため。

契約の相手方 ジョンソンコントロールズ株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 8,140,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 教育館昇降機保守委託

概要
教育館の昇降機２基の年間保守委託 
１５人乗り昇降機２基 
フルメンテナンス

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社が独自の技術により設計
施工 したものです。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼働に当たっては細心の安全性が求められること
から、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができないため。

契約の相手方 日本オーチス・エレベータ株式会社　中部支店

契約金額（円） 1,584,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 昭和消防署昇降機設備保守委託

概要
１１人乗りエレベーター１台、２０人乗りエレベーター１台 
（エレベーター監視盤） 
定期点検、年次点検、細密検査、定期整備、不定期修理

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、シンドラーエレベータ株式会社が独自の技術により設計施工
した ものです。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められるた
め、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができません。 
　ただし、同設備に関する保守点検・修理等メンテナンスについては、現在、
日 本オーチス・エレベータ株式会社に移管されており、保守点検業務に必要
な技術・情報は同社が引き継いでいることから、当該保守点検業務を履行す
ることができるのは同社のみとなっているため。

契約の相手方 日本オーチス・エレベータ株式会社　中部支店

契約金額（円） 1,953,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 令和2年03月06日

件名 熱田消防署昇降機設備保守委託

概要
１１人乗りエレベーター１台 
　定期点検、年次点検、細密検査、定期整備、不定期修理 
　遠隔監視メンテナンス

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、東芝エレベータ株式会社が独自の技術により設計施工したも
ので す。 
　本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定 期的な保守点検、部品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心の安全性が求められること
から、当該設備の製造者でなければ保守点検を行うことができないため。

契約の相手方 東芝エレベータ株式会社　中部支社

契約金額（円） 1,042,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 区政課

契約締結日 令和1年12月19日

件名 区役所ウェブサイト・バナー広告掲載事業

概要

　16区の区役所ウェブサイトのトップページへ民間企業等のバナー広
告を掲載する。その掲載について、各区12枠、合計192枠を一括で購
入し、広告の掲載を依頼する事業者を募集する業務。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該事業は平成31年4月より株式会社ホープと契約し、実施されてい
る。当該契約は、契約期間を平成31年4月から平成32年（令和2年）3月
までとし、平成36年（令和6年）3月31日まで1年ごとに契約を更新できる
ことを条件としている。
　平成31年（令和元年）度において、契約金も契約書どおり納入されて
おり、適正に事業実施したこと、令和2年度についても同じ内容で事業
を引き続き行うことを確認し、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
の1年間について、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約をするもの。

契約の相手方 株式会社ホープ

契約金額（円） 2,666,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局区政課です。
電話番号　052-972-3148



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 工業研究所総務課

契約締結日 令和2年3月31日

件名 工業研究所施設管理業務委託

概要

　工業研究所における施設の適正な維持管理を図るため、施設の日
常運転管理、夜間・休日における遠隔監視及び緊急対応、空調設備等
の保守点検、建築物衛生管理、建築設備の定期点検等の業務を委託
するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　令和２年２月７日に一般競争入札の公告をし、同年２月２１日に開札
したが予定価格超過となった。
　同年２月２５日及び同月２６日に再度入札に付したが、予定価格超過
で入札不調となり、落札者がなかったため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第８号に基づき、３回の入札に応札した業者から見積書を
徴取したところ、予定価格を下回ったため、随意契約を締結するもの。

契約の相手方 アズビル株式会社ビルシステムカンパニー中部支社

契約金額（円） 23,540,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、経済局工業研究所総務課です。
電話番号　052-654-9808



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ＭＩＣＥ推進室

契約締結日 令和　２年　３月３０日

件名
名古屋市国際展示場の集会施設等の用に供する建物及び構造物の
敷地の賃借

概要

　名古屋市国際展示場の集会施設等の用に供する建物及び構造物を
整備するにあたり、その事業用地について、所有者と定期借地権設定
契約（賃貸借期間：令和2 年4 月1 日～令和52年3 月31日）を締結する
ものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市国際展示場の集会施設等の用に供する建物及び構造物の
敷地（名古屋市金城ふ頭二丁目7 番1 の一部）の所有者は名古屋港
管理組合であり、相手方が当該土地の所有者である名古屋港管理組
合に特定されることから「競争入札に適しないもの」と判断し、地方自治
法施行令第167 条の2 第1 項第2 号により随意契約をするもの。

契約の相手方 名古屋港管理組合

契約金額（円） 9,432,432円（年額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室です。
電話番号　052-972-3169



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 文化振興室

契約締結日 令和2年3月2日

件名 熱田文化小劇場天井脱落対策空調衛生工事（その２）

概要

　熱田文化小劇場において、特定天井となっている客席天井の脱落対
策空調衛生工事を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成26年6月の建築基準法施行令等の改正を受け、本市では平成
26年に策定した震災対策実施計画及び平成27年に策定した地域強靭
化計画において、対策が必要な市有建築物の天井については脱落対
策を推進していくこととしている。
　文化小劇場においては、熱田文化小劇場をはじめ複数の施設が特
定天井を有することから、平成30年度から順次対策工事を実施してい
る。令和2年度中に熱田文化小劇場の対策工事を実施できない場合、
市民の安全な施設利用のために実施している天井脱落対策全体のス
ケジュールに遅延が生じることになる。
　また、令和2年度中に対策工事が終了しない場合は、休館の延長が
必要となるが、文化小劇場の利用率は8割を超えており、休館が延長
することは市民の文化振興に大きな影響を与えることになる。
したがって、工事遅延の影響を避けるため、地方自治法施行令第167
条の2第1項第5号に基づき、随意契約を行うもの。

契約の相手方 小島設備工業株式会社

契約金額（円） 14,293,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局文化振興室です。
電話番号　052-972-3175



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 観光推進室

契約締結日 令和2年3月31日

件名 なごや観光ルートバス運行業務委託

概要

　なごや観光ルートバス「メーグル」は、現在、名古屋駅を発着点とした
観光施設等の巡回ルートを平日13便・土日休日に18便運行している。
当該メーグルについて、①観光文化交流局が保有する車両5台を使用
した運行管理の実施、及び②土日休日の増便対応に使用するための
予備車両2台の調達及びメーグル車両としての運行管理を委託するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　メーグルの運行事業者は、事業開始時の平成19年度に、平成23年
度までの5年間を事業期間としたプロポーザルを実施し、複数応募者
の中から名古屋市交通局が選定された後、平成24年度のプロポーザ
ル時には、現行事業者である名古屋市交通局以外の応募がなかった
ことから、交通局が運行事業者として決定されている。
　当事業の実施にあたっては、以下の事項への対応が必須であるが、
バス事業者へのヒアリングの結果、これらの事項全てに対応可能な事
業者は、現時点では本市交通局に特定されるため、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号により随意契約とするもの。

１．市内全域に渡る交通網との連携による市内観光の回遊性の向上
及び多様な乗車券の使用による利用者サービス向上のための、名古
屋市交通局が所有する各種乗車券システムとの利用連携。
２．現行の車内機器や運行システムを活用した運行状況の分析。
３．平日13便、土日休日18便の運行ダイヤの維持及び適切な臨時便
増発対応等を実施するために必要なバス運転士の確保、並びに発着
点近傍におけるバスの待機場所の確保。
４．発着点となる名古屋駅における、観光利用者に分かりやすい駅構
内至近（バスターミナル内）のバス停の設置。

契約の相手方 名古屋市交通局

契約金額（円） 61，999，928円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光推進課です。
電話番号　052-972-2425



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 観光推進室

契約締結日 令和2年3月27日

件名 名古屋市観光案内所管理運営委託

概要

　本市が設置している観光案内所（金山観光案内所・名古屋駅観光案
内所・オアシス２１ｉセンター）において、本市及び広域の観光・交通・宿
泊・歴史・文化等にかかる質、量に富んだ観光情報の収集・発信、案
内・相談等を行う観光案内業務の委託を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市の観光案内所は、JNTO認定外国人観光案内所のカテゴリー３
に認定されており、日本を訪れる外国人観光客に対する観光案内の
ゲートウェイとしての役割が求められている。
　その役割を果たすためには、市内だけでなく全国の観光情報を収集
し、案内する必要があり、行政及び各地の観光協会、旅行、宿泊、飲
食、交通、観光施設業等の幅広い業種の事業者との連携が求められ
る。
また、外国人観光客への観光案内を行うためには、必要な知識と英語
等の語学力を併せ持ち、さらに苦情処理等応対のノウハウに長けた経
験豊かな人材の確保が不可欠である。
　さらには、観光案内ボランティアの育成・連携といった社会貢献の取
り組みもおもてなしの充実に必要な観点であり、人材育成の実績のあ
る団体が観光案内所の運営を行なうことは、観光案内をしていく上でも
望ましい。
　以上のような、観光案内所を運営していく上で必要な要素を備えてい
る団体は、宿泊、飲食、土産品、旅行、交通、観光施設など関連事業
600社の賛助会員を有していること、英語スタッフの配備はもとより、
中・韓をはじめ６ヵ国語の電話通訳サービスを市内の旅館やホテルと
連携構築し、多言語対応体制を完備していること、観光ルートバス
「メーグル」や観光案内所におけるボランティア育成に実績があること
に加え、団体の中核事業として定款にも明確に、観光案内事業を位置
付けている団体は、本市の観光振興を図るために官民共同出捐のもと
設立された（公財）名古屋観光コンベンションビューローしかないため、
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

契約の相手方 公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー

契約金額（円） 87，750，000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光推進課です。
電話番号　052-972-2425



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 観光推進室

契約締結日 令和2年3月30日

件名
ループ金山定期建物賃貸借契約（長期継続契約、【契約期間７年７カ
月】）

概要

　
　本市が設置している金山観光案内所の運営に必要なスペースを確
保するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　
　金山観光案内所は、平成元年から金山駅構内に開設しており、観光
案内所が入居しているループ金山については、名古屋市交通局が建
物所有者である。これまでループ金山における契約は、建物管理者で
ある交通開発機構と締結していたが、建物管理者公募に伴い、令和２
年度以降は建物所有者である名古屋市交通局が契約相手方となる。
加えて、当該建物に入居する場合、アスナル金山の営業予定期間に
合わせた、令和２年４月１日から令和９年１０月３１日までの、７年７カ月
の長期継続契約を行うことが必須事項となっていることから、当該事業
者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締
結するもの。

契約の相手方 名古屋市交通局

契約金額（円） 月額１，０４７，６１９円（共益費を含む）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光推進課です。
電話番号　052-972-2425



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害者支援課

契約締結日 令和2年3月2日

件名
障害福祉サービス等支給決定にかかる福祉総合情報システムの機能
追加改修委託

概要

　現行の福祉総合情報システムについて、障害福祉サービス等の支給
決定にかかる機能追加のため、システム改修を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムのパッケージは、株式会社アイネスが開発し著作権を有し
ているものであり、本システムの改修業務の遂行は、著作権及び本シ
ステムに関する知識を保有している当該業者に限定されているため。

契約の相手方 株式会社　アイネス

契約金額（円） 11,642,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害者支援課です。
電話番号　052-972-2639



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害者支援課

契約締結日 令和元年１２月２５日

件名
障害者総合支援法指定事業所管理システムにおける

地域生活支援事業所管理機能オプション管理項目追加開発業務委託

概要

現在使用している障害者総合支援法指定事業所管理システムにおい
て、システム管理の対象外となっている地域生活支援事業所（移動支
援事業所及び地域活動支援事業所をいう。）について、同システムで
管理できるようオプションパッケージを追加する業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

契約する業者は、現在本システムに関する全てのソフトウェアの開発
者であり、当該ソフトウェアに関する全ての情報を保有するとともに著
作権を有している。また本システムに関する全ての保守作業について
も、著作権を有する同業者が行っており、本システムに精通している唯
一の業者である。したがって、本件は競争入札に適さないため、同事
業者へ委託するもの。

契約の相手方 ニッセイ情報テクノロジー株式会社

契約金額（円）  3,300,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害者支援課です。
電話番号　052-972-3965



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 令和2年3月27日

件名 令和2年度4月期　厚生院附属病院における医療用薬品の購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、1度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 株式会社メディセオ名古屋病院支店

契約金額（円） （月額）170500

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 令和2年3月27日

件名 令和2年度4月期　厚生院附属病院における医療用薬品の購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、1度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 アルフレッサ株式会社名古屋病院支店

契約金額（円） 2,592,991

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 令和2年3月27日

件名 令和2年度4月期　厚生院附属病院における医療用薬品の購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、1度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 株式会社スズケン名古屋支店

契約金額（円） 6,990,932

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 令和2年3月27日

件名 令和2年度4月期　厚生院附属病院における医療用薬品の購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 中北薬品株式会社天塚第二支店

契約金額（円） 3,006,663

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 令和2年3月27日

件名 令和2年度4月期　厚生院附属病院における医療用薬品の購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、1度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 東邦薬品株式会社愛知営業所

契約金額（円） 2,207,900

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 令和2年3月23日

件名 令和2年度　厚生院附属病院における衛生材料の購入契約

概要
　厚生院附属病院において使用する衛生材料を購入するため、概算数
量による単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　衛生材料については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契約
のほうが、1度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利な
価格で契約を締結することができるため、地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 協和医科器械株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 1,758,240

契約の内容についてのお問い合わせ先は、名古屋市健康福祉局厚生院管理課です。
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 健康増進課

契約締結日 令和2年3月13日

件名 健康増進支援システム改修委託（無料クーポン券期間延長への対応）

概要

　新型コロナウイルス対応のため、がん検診等の無料クーポン券の期
限を延長することから、延長に伴いクーポン券対象者の再設定等、期
限延長に対応するようシステムを改修する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　健康増進支援システムは株式会社アイネスが開発・運用しており、今
回の改修にあたっては、プログラムの修正等を行う必要があることか
ら、健康増進支援システムの開発業者である株式会社アイネス以外に
よる実施は当社の著作権を侵害するため。

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 4,347,708

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局健康増進課です。
電話番号　052-972-2637



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 環境薬務課

契約締結日 令和2年3月30日

件名 有価物の売却（後期2回目分）

概要

　残骨灰の粉砕過程で生じた有価物（金、銀、プラチナ、パラジウム）の
売却

契約の相手
方を選定し
た理由

　請負業者による残骨灰の処理過程で生じた有価物は、分析された
後、その業者の再委託先である非鉄金属精錬を行う相田化学工業株
式会社において、金、銀、プラチナ及びパラジウムが精製され、納品さ
れる。
　延板加工後の地金を同社以外に売却する場合は再鑑定による値引
きが生じ、価格的に不利になるため、同社と随意契約を行うものであ
る。

契約の相手方 相田化学工業株式会社

契約金額（円） 14,248,556

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局環境薬務課です。
電話番号　052-972-2642



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 環境薬務課

契約締結日 令和2年3月23日

件名 名古屋市立第二斎場火葬予約案内システム賃貸借（再リース）

概要

　名古屋市立第二斎場火葬予約案内システムを構成する機器が、令
和2年3月31日に賃貸借期間の満了を迎えるため、当該機器について
再リースを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　
　当該火葬予約案内システムは来年度に八事斎場システムとの統一
化を実施することとしており、その開発期間内において既存システムを
再リースするものである。
　そのため、契約の相手方が限られることから、既存システムの開発業
者であるNDS株式会社との随意契約を行うものである。

契約の相手方 ＮＤＳ株式会社

契約金額（円） 643,060（月額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局環境薬務課です。
電話番号　052-972-2654



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 子ども未来企画室

契約締結日 令和2年3月3日

件名
令和２年度の母子父子寡婦福祉資金貸付金の制度見直し（施行令改正による
違約金利率の変更及び納入通知書の宛先変更）に伴う母子父子寡婦貸付シ
ステムの改修業務委託

概要

違約金利率変更に対応し、違約金の金額を正確に算出できるようにシステム
改修を行うもの。
　納入通知書の宛先を選択できるように対応し、納入義務者（借受人）に個別
に発行できるようにシステム改修を行うもの。

契約の相手
方を選定した
理由

　本件業務は、株式会社アイネスにより開発された福祉総合情報（母子父子寡
婦福祉資金貸付金）システム（以下「本システム」という。）の改修を行うもので
ある。
　本システムの基本設計部分は同社が著作権を有しており、システム資源を他
社に提供して改修業務を行うことは不可能である。
また同社以外の者に本システムに代わる新たなシステム開発を依頼する場合
多大な経費と時間が必要となり、かつ貸付処理、償還データの反映に遅れが
生じ市民サービスの低下を招くことになる。
　以上の理由から、同社と随意契約を締結するものである。

契約の相手方 (株)アイネス中部支社

契約金額（円） 2,390,850

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子ども未来企画室です。
電話番号　052-972-2522



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局・教育委員会事務局

課 放課後事業推進室・生涯学習課

契約締結日 令和2年3月30日

件名 名古屋市放課後事業及び生涯学習開放実施委託（旭丘小始め60校）

概要

　小学校施設を活用し、放課後等に遊びや学び、体験、地域の人々との交流な
どを通して、子どもたちの自主性・社会性・創造性を育むことを目的とするトワイ
ライトスクール及びトワイライトスクールの機能に加え、留守家庭等の子どもが
安心やくつろぎを感じて過ごすことができるよう、より生活に配慮した事業を一
体的に実施するトワイライトルームの実施を委託するもの。
　また、教育委員会が所管する生涯学習開放については、トワイライトスクール
及びトワイライトルーム（以下「放課後事業」という。）と一体として事業を実施す
ることで、市として効果的・効率的に事業を展開することができるため、生涯学
習開放を実施する5校については、放課後事業と一体事業として事業を委託す
る。

※長期継続契約
履行期間　令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

契約の相手
方を選定した
理由

　放課後事業は、放課後の子どもたちの安全で健やかな活動場所を確保し、
次代を担う児童の健全育成を支援する事業であるため、また、地域・保護者・
学校と信頼関係を構築し事業を進める必要があることから、価格による競争で
はなく、企画競争（プロポーザル方式）により公募を行った。
　１者から応募があり、その応募事業者からの企画提案に対する、評価委員に
よる評価（書類審査、プレゼンテーション及び質疑応答）を踏まえ、当該応募事
業者を契約候補者として選定しため。

※提案者の点数及び順位は別紙のとおり

契約の相手方 (公財)名古屋市教育スポーツ協会

契約金額（円） 610,770,843

電話番号　052-972-3096

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局放課後事業推進室です。



区 小学校
スクール
/ルーム

生涯
学習

順位 提案者 点数

旭丘小 スクール あり 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 134.6

筒井小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 123.0

東桜小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 123.2

矢田小 スクール あり 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 135.8

山吹小 ルーム あり 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 149.8

東白壁小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.0

葵小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 138.8

明倫小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

砂田橋小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 135.8

飯田 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.4

大杉小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

清水小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 122.6

杉村小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.0

名北小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 135.8

金城小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 137.8

城北小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 124.0

六郷小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.8

楠小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.2

光城小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.8

東志賀小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.0

味鋺小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.4

西味鋺小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

楠西小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.4

如意小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 122.8

宮前小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 139.4

川中小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.4

六郷北小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.8

辻小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.8

東

北



区 小学校
スクール
/ルーム

生涯
学習

順位 提案者 点数

榎小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

栄生小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

上名古屋小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.0

城西小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.0

児玉小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.8

枇杷島小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.2

南押切小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.0

庄内小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.2

稲生小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.2

山田小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.8

平田小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 135.0

比良小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

大野木小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.8

浮野小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.8

比良西小 スクール あり 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 136.6

中小田井小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.0

なごや小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 134.2

中村小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.6

牧野小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 133.8

米野小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 120.2

日比津小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 122.6

柳小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.0

稲葉地小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.6

日吉小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.4

岩塚小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 134.2

豊臣小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.0

千成小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 119.6

諏訪小 スクール あり 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 135.4

稲西小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 121.4

八社小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 134.2

ほのか小 ルーム 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 136.2

笹島小 スクール 1 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 122.6

西

中村



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 保育企画室

契約締結日 令和2年2月12日

件名 令和元年度名古屋市病児・病後児デイケア事業（医療機関型）業務委託

概要

　病気又は病気の回復期にあることから、集団保育が困難であり、かつ、保護
者の勤務等の都合により家庭で育児を行うことができない児童を施設で一時
的に預かることにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、
児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とした病児・病後児
デイケア事業の実施について委託するもの。

契約の相手
方を選定した
理由

　契約の相手方は、本事業を別途受託し、現に昭和区にて施設を円滑に運営
している。その上で、本事業を実施する施設が存しない瑞穂区において、今
般、施設を新たに整備し、実施体制を整えられた。なお、契約の相手方が2か
所の施設を同時かつ適切に運営することに支障はないことを市として確認して
いる。また、名古屋市医師会からの推薦も受けている。
　以上の理由により、随意契約により契約の相手方を選定したもの。

契約の相手方 ひばりがおかこどもとアレルギーのクリニック

契約金額（円） 3,230,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局保育企画室です。
電話番号　052-972-2524



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 都市計画課

契約締結日 令和2年3月3日

件名 地理情報システム更新検討業務委託

概要

本委託は、地理情報システム更新に必要な資料を作成するものであ
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務は、入札後資格確認型一般競争入札に付したが、入札資格
を満たす者の入札がなく不調となった。よって、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第８号に基づき、複数業者に見積もりを依頼した業者
のうち、唯一徴取に応じた下記業者を選定するものである。

契約の相手方 朝日航洋株式会社　中部空情支社

契約金額（円） 2,970,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局都市計画課です。
電話番号　052-972-2713



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 住宅整備課

契約締結日 令和2年3月25日

件名 西星ケ丘荘沿道建築物対策工事検討調査委託

概要

本業務は、平成３０年度に実施した西星ケ丘荘始め２か所強度確認そ
の他調査委託（以下「前業務」という。）で取得した当該建物に関する耐
震診断結果と補強計画案を基に、実施可能な計画の検討を行うもので
ある。

契約の相手
方を選定し
た理由

本業務において実施可能な計画を検討するためには、耐震診断を行っ
た時から一貫した建物の条件整理及び構造的評価を行う必要がある
ことから、前業務を行った者のみがこれを行うことができる。
したがって、本業務を唯一行うことができる下記業者と随意契約を締結
するものである。

契約の相手方 株式会社 安藤建築設計

契約金額（円） 4,613,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局住宅整備課です。
電話番号　052-972-2969



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路維持課

契約締結日 令和2年03月10日

件名 都計御田線立体横断施設エレベーター監視等業務委託

概要

　本委託は、都計御田線立体横断施設に附帯するエレベーターの監視
業務等を委 託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、御田跨線橋に附帯するエレベーターの監視、緊急時の駆け
付け対 応、運転時間管理及び清掃を行う業務である。 
　エレベーターの５時から翌日０時３０分までの運行にあたり、毎晩０時３
０分に一般利用者の安全を現地にて確認した後に、運転の停止をする
必要がある。 
　また、エレベーターの異常に対して万全の態勢を期す必要があり、特
に、近 年、社会的関心が高い、エレベーターの閉じ込め事象に対して
は、短時間で現 地に駆け付けができなければ、目的が達成できない業
務である。 
　下記業者は、現在、当該エレベーターに最も近い場所（徒歩１分）で、
他施設の２４時間管理を行っており、常駐職員も配置し、監視に必要な
設備も整え ている。 
　よって、新たな施設も必要なく、経費の節減、業務の円滑な実施の確
保の面からも、競争入札に付することが不利と認められることから、下記
業者と地方 自治法施行令第１６７条の２第１項第６号に基づき随意契約
を締結するものである。

契約の相手方 名鉄ビルディング管理株式会社                                                    

契約金額（円）  9,108,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路維持課

契約締結日 令和2年03月10日

件名 都計御田線立体横断施設エレベーター管理業務委託

概要

　本委託は、都計御田線立体横断施設に附帯するエレベーターの管理
業務を委託 するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、都計御田線立体横断施設に附帯するエレベーターの安全
かつ円滑 な機能の確保を図るため、ＥＶ機器の遠隔監視、異常時の初
期対応及び保守点 検を行う業務である。 
　エレベーターの運転にあたり、一般利用者の安全を確保するために
は、エレベーターの異常に対して万全の態勢を期す必要があり、その管
理は機器、シス テム構造、性能等を熟知した専門業者に行わせる必要
がある。 
　下記業者は、当該エレベーターの製造元で、エレベーター機器に熟知
してお り、異常時においても早急な復旧を唯一行うことができる。 
　よって、下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基
づき 随意契約を締結するものである。

契約の相手方 東芝エレベータ株式会社　中部支社                                                

契約金額（円）  6,336,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路維持課

契約締結日 令和2年01月29日

件名 加勢水路緊急補修工事（北）

概要

水路補修工　　１式

契約の相手
方を選定し
た理由

　令和２年１月２９日、市道竹ヶ鼻伊勢山線歩道整備工事、舗装道補修
工事（北 －３）及び掘削跡復旧工事（北－３）にて加勢水路にかかる水路
蓋を撤去してい たところ、水路壁が崩壊しかけている箇所を発見した。背
面土が流出している状 況であり、さらなる背面土の流出が継続すれば水
路崩壊、道路陥没等が発生する恐れがあるため、早急に補修を行う必
要がある。 
　下記業者は、現在上記工事の契約中であるため現場状況に精通して
おり、かつ早急な対応と緊急時の適切な処理が可能であるため、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき随意契約を締結するも
のである。

契約の相手方 親栄建設株式会社                                                                

契約金額（円）  3,157,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 令和2年02月28日

件名 みどりが丘公園空調設備緊急更新工事

概要

みどりが丘公園において、公園会館の空調設備の更新を行うものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　指定管理者より公園会館の空調が停止していると報告を受けたため、
令和２年 ２月２８日に保守点検業者に現状の聞き取りを行ったところ、室
内機基盤が故障 しており、また該当部品の供給が終了しているため、早
急に更新が必要であるこ とが判明した。 
　令和３年度中に公園会館の空調設備の更新を予定していたが、当該
施設は利用者の窓口業務を行う場所であり、空調設備の取り替えを緊
急に行う必要があるの で、日ごろから保守点検業務を行っており、現場
を熟知し直ちに対応することが 出来る下記業者と地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第５号に基づき随意 契約を締結するものである。

契約の相手方 松本テクニコ株式会社                                                            

契約金額（円）  8,140,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 スポーツ振興課

契約締結日 令和2年3月17日

件名 総合体育館レインボープール屋根補強（応急措置）工事

概要

　総合体育館レインボープールにおいて、ステンレス製の屋根材の一
部が躯体から剥離していることが確認された。
　このまま放置しておくと風で煽られた屋根材の更なる剥離や雨漏りな
どによる施設損傷が拡大するだけでなく、最悪の場合は部材の落下な
ど市民へ被害を及ぼす恐れがあることから、早急に応急処置をするこ
とが必要である。
　強風の発生時に備え、市民の安全を一刻も早く確保し、施設全体の
更なる被害の拡大を防ぐため、応急補強工事を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、重大な市民生活等への影響が生じるおそれがあるため早急
に工事を行う必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1
項5号により一社の見積徴収とした。

契約の相手方 大林組名古屋支店

契約金額（円） 3,630,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、スポーツ市民局スポーツ施設室です。
電話番号　052-972-3263



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 スポーツ振興課

契約締結日 令和2年3月2日

件名 スポーツ・レクリエーション情報システムプログラム改修委託

概要

令和2年度から一部の施設の業務支援端末の設定や施設予約情報等
のデータについて変更する必要があるため、スポーツ・レクリエーション
情報システムの改修を行うもの

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約業務については、システム全体を把握し、プログラムの整合性
を適切に保ちながら行うことが必要である。
そのためには、システムを一時停止することなく、プログラムの改修作
業を行うことが必要不可欠であり、その作業は、システムを運用してい
る業者のみ可能である。
スポーツ・レクリエーション情報システムの運用は、ＮＴＴビジネスソ
リューションズ（株）東海支店が行っていることから、本契約について
も、ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）東海支店と契約を結ぶものであ
る。

契約の相手方 ＮＴＴビジネスショリューションズ株式会社　東海支店

契約金額（円） 9,801,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、スポーツ市民局スポーツ施設室です。
電話番号　052-972-3263



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育センター学校情報化支援部

契約締結日 令和2年3月9日

件名 校務外部接続用ＵＳＢキー追加業務委託

概要

名古屋市立学校及び幼稚園の校務用コンピュータで校務外部接続系
システム（インターネット）を利用するためには、校務外部接続用ＵＳＢ
キーが必要である。この校務外部接続用ＵＳＢキーを追加作成し、使
用可能な状態にするために必要な業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　校務外部接続用ＵＳＢキーを使用するためには、使用する学校また
は幼稚園の校務用サーバの改修作業が必要である。
　校務外部接続用ＵＳＢキー及び校務用サーバは本市の発注仕様内
容を実現するために下記業者が独自に構築し、運用保守業務を行って
いる。本業務は、この機器の改修業務であり、そのシステム構成を知る
者のみ履行が可能であるため、下記業者を選定した。

契約の相手方 株式会社フューチャーイン

契約金額（円） 4,229,500円

電話番号　052-683-6425

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教育センター学校情
報化支援部です。



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育センター学校情報化支援部

契約締結日 令和2年3月6日

件名 名古屋市版校務支援システム改修業務委託

概要

名古屋市版校務支援システムの改修及びシステムのサーバへのイン
ストール業務委託

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市版校務支援システムは、本市の発注仕様内容を実現する
ために下記業者が独自にセンターサーバに構築し、運用保守業務を
行っている。本業務は、このシステム及びセンターサーバ機器の改修
業務であり、そのシステム構成を知る者のみ履行が可能であるため、
下記業者を選定した。

契約の相手方 西日本電信電話株式会社名古屋支店

契約金額（円） 5,445,000円

電話番号　052-683-6425

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教育センター学校情
報化支援部です。



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教務部学事課

契約締結日 令和2年3月25日

件名
幼稚園就園奨励費システム変更業務委託
（幼稚園補足給付システム作成業務委託）

概要

当該業務は平成２９年度に本市の委託により株式会社ＢＳＮアイネット
が開発した幼稚園就園奨励費システム（以下「本システムという。）を変
更し幼稚園補足給付システムとする業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１、排他的権利
本システムの一部は株式会社ＢＳＮアイネットのパッケージソフトが
ベースになっており、パッケージ部分についてのプログラム構成の詳細
な情報の著作権は株式会社ＢＳＮアイネットが保有している。

２、特殊な技術に係る特定役務
本システムは株式会社ＢＳＮアイネットが持つ技術・手法をもって開発
されたものであり、そのプログラム構成を把握している者は開発者であ
る株式会社ＢＳＮアイネットに限定される。

契約の相手方 株式会社ＢＳＮアイネット

契約金額（円） 3,608,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教務部学事課です。
電話番号　052-972-3219



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校保健課

契約締結日 令和2年2月6日

件名 名古屋市立弥富小学校給食調理等業務委託

概要

　弥富小学校の給食調理等業務を委託する。
　以下の業務を衛生、安全確保に配慮のうえ行う。
１．作業工程表及び作業動線図の作成、２．食材の検収、３．調理、
４．配缶及び運搬、５．食物アレルギー等対応、６．食器等の洗浄・
消毒・保管、７．施設・設備の衛生管理及び清掃、日常点検等、８．
調理器具・調理用品等の状態管理、９．残さの処理・廃油等処理、
10．その他これらに付帯する必要な業務

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、給食の安全性を担保
するため事業者の衛生管理方針や人的体制等、提案内容等価格以外の
要素を選定する必要がある。
　上記の観点から、プロポーザル方式で実施をし下記の通りの結果と
なり、１位の者と随意契約を締結した。

　各提案者の順位と点数
　１位　ハーベストネクスト株式会社　　　　　　６３１点
　２位　一冨士フードサービス株式会社中部支社　６２０点
　３位　栄屋食品株式会社　　　　　　　　　　　６００点
　４位　シダックス大新東ヒューマンサービス
　　　　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　５９７点
　５位　葉隠勇進株式会社中部支店　　　　　　　５８７点
　６位　株式会社松浦商店　　　　　　　　　　　５７８点

契約の相手方 ハーベストネクスト株式会社

契約金額（円） ３１，６１７，２５０円（年額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校保健課です。
電話番号　052-972-3260

区　分 契約金額（消費税及び地方消費税額を含む） 1校あたり上限食数
小学校分（263校） 金290.68円 190食
鳴海中学校分（1校） 金341.32円 171食
特別支援学校分（4校） 金323.20円 190食



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校保健課

契約締結日 令和2年2月6日

件名 名古屋市立福田小学校給食調理等業務委託

概要

　福田小学校の給食調理等業務を委託する。
　以下の業務を衛生、安全確保に配慮のうえ行う。
１．作業工程表及び作業動線図の作成、２．食材の検収、３．調理、４．配
缶及び運搬、５．食物アレルギー等対応、６．食器等の洗浄・消毒・保管、
７．施設・設備の衛生管理及び清掃、日常点検等、８．調理器具・調理用品
等の状態管理、９．残さの処理・廃油等処理、10．その他これらに付帯する
必要な業務

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、給食の安全性を担保するた
め事業者の衛生管理方針や人的体制等、提案内容等価格以外の要素を選定す
る必要がある。
　上記の観点から、プロポーザル方式で実施をし下記の通りの結果となり、
１位の者を契約候補者としたが辞退したため、２位の者と随意契約を締結し
た。

　各提案者の順位と点数
　１位　メーキュー株式会社　　　　　　　　　　６１９点
　２位　栄屋食品株式会社　　　　　　　　　　　６０６点

契約の相手方 栄屋食品株式会社

契約金額（円） ２３，５７１，３９５円（年額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校保健課です。
電話番号　052-972-3260



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校保健課

契約締結日 令和2年2月6日

件名 名古屋市立廿軒家小学校給食調理等業務委託

概要

　廿軒家小学校の給食調理等業務を委託する。
　以下の業務を衛生、安全確保に配慮のうえ行う。
１．作業工程表及び作業動線図の作成、２．食材の検収、３．調理、４．配
缶及び運搬、５．食物アレルギー等対応、６．食器等の洗浄・消毒・保管、
７．施設・設備の衛生管理及び清掃、日常点検等、８．調理器具・調理用品
等の状態管理、９．残さの処理・廃油等処理、10．その他これらに付帯する
必要な業務

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、給食の安全性を担保するた
め事業者の衛生管理方針や人的体制等、提案内容等価格以外の要素を選定す
る必要がある。
　上記の観点から、プロポーザル方式で実施をし下記の通りの結果となり、
１位の者を契約候補者としたが辞退したため、２位の者と随意契約を締結し
た。

　各提案者の順位と点数
　１位　日本ゼネラルフード株式会社　　　　　　　　６２７点
　２位　株式会社松浦商店　　　　　　　　　　　　　５８０点

契約の相手方 株式会社松浦商店

契約金額（円） ２４，６１８，０００円（年額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校保健課です。
電話番号　052-972-3260

区　分 契約金額（消費税及び地方消費税額を含む）
小学校分（263校） 金290.68円
鳴海中学校分（1校） 金341.32円
特別支援学校分（4校） 金323.20円



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校保健課

契約締結日 令和2年2月6日

件名 名古屋市立名東小学校給食調理等業務委託

概要

　名東小学校の給食調理等業務を委託する。
　以下の業務を衛生、安全確保に配慮のうえ行う。
１．作業工程表及び作業動線図の作成、２．食材の検収、３．調理、４．
配缶及び運搬、５．食物アレルギー等対応、６．食器等の洗浄・消毒・保
管、７．施設・設備の衛生管理及び清掃、日常点検等、８．調理器具・調
理用品等の状態管理、９．残さの処理・廃油等処理、10．その他これらに
付帯する必要な業務

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、給食の安全性を担保する
ため事業者の衛生管理方針や人的体制等、提案内容等価格以外の要素を選
定する必要がある。
　上記の観点から、プロポーザル方式で実施をし下記の通りの結果とな
り、１位の者を契約候補者としたが辞退したため、２位の者と随意契約を
締結した。

　各提案者の順位と点数
　１位　ハーベストネクスト株式会社　　　　　　　　６３４点
　２位　シダックス大新東ヒューマンサービス
　　　　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　６０３点
　３位　葉隠勇進株式会社中部支店　　　　　　　　　５９０点

契約の相手方 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

契約金額（円） ３６，０３６，０００円（年額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校保健課です。
電話番号　052-972-3260

区　分 契約金額（消費税及び地方消費税額を含む）
小学校分（263校） 金290.68円
鳴海中学校分（1校） 金341.32円
特別支援学校分（4校） 金323.20円



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学事課

契約締結日 令和1年12月20日

件名 笠東小学校の新学習指導要領の実施に必要な指導書の購入

概要

　
　新学習指導要領の実施に必要となる指導書の購入において、160万
円を超える契約をするもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　
　指導書については、発行者が教科書供給会社と教科書供給契約を
結んで供給を行っており、決められた取次供給所（販売店）と各小学校
が契約し、購入するものである。

契約の相手方 シオン(株)

契約金額（円） 1,852,290

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学事課です。
電話番号　052-972-3215



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校保健課

契約締結日 令和2年3月17日

件名 定時制高等学校夜食学校給食業務委託

概要

定時制高等学校２校の割子給食の供給を実施する。
調理業務始め以下の業務を衛生、安全確保に配慮のうえ、業務委
託により行う。
１　調理　　２　盛付・配膳　　３　食器具の洗浄・消毒・保管
４　配送等　５　施設・設備の衛生管理及び清掃、日常点検
６　残菜の処理
７　前各項目に付帯するその他必要な業務

履行期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日

契約の相手方を選
定した理由

　本件入札は指名競争入札の方式で実施（令和２年２月２６日開
札）し、２者応札があったが、２者とも２回目の入札を辞退し、
落札者がなく不調となった。
　本件は、４月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやか
にとりかかる必要があることから、早急に業者を決定する必要が
ある。
　再入札を行い事業者の決定と業務準備の開始が遅れることは、
４月からの給食開始に向け、生徒及び保護者、学校に大きな不安
感を与え、安心・安全な学校給食の実施に支障をきたすこととな
る。
　以上のことから、今回の入札に参加している事業者に再度見積
徴取を行い、予定価格内の最も低廉な金額で見積書を提出した業
者と随意契約を締結するもの。

契約の相手方 葉隠勇進株式会社　中部支店

契約金額（円） ９，２９２，３００円（年額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校保健課です。
電話番号　052-972-3260



随意契約の内容の公表

局区

課

契約締結日

件名

概要

契約の相手方を
選定した理由

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局救急部救急課です。

電話番号　052-972-3563

消防局

救急部救急課

令和2年3月5日

消毒用資機材（アルコール）の購入

　救急業務において使用するアルコールを購入するものです。
（地方自治法施行令第167条の2第一項第5号適用）

3,456,000

伊勢久株式会社

　救急車、隊員及び救急資器材の消毒については消毒用エタノールを
使用しているが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、消毒用エ
タノールの調達が困難な状況となっています。救急業務を適切に継続
していくため、代替品としてのアルコールを緊急に調達する必要があ
るが、在庫を保有している会社が伊勢久株式会社に限定されるため、
同社と随意契約を締結したものです。



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

重油（特Ａ）大口ディーゼル用、ガスタービン発電機用１ｋＬ当たり
78,000円（税抜）ほか３件

　当局下水道施設には、雨水ポンプ所を始めとして降雨時など緊急に重
油類の供給が必要となる施設及び下水・汚泥処理のために常時重油類が
必要な施設が６１か所あります。水道施設においても３浄水場と鳴海配
水場を合わせて４か所に停電時等非常用発電機設備があります。所在地
は市内外一円に点在しているとともに、各施設における重油類の収容能
力には差があります。
　このような環境において、質・量ともに安定して重油類を供給できる
事業者は、市内外一円に組合員を擁する愛知県石油業協同組合（官公需
適格組合）のみであることから、随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

   下水道施設においては、排水ポンプや下水汚泥焼却炉等の燃料用重
油類の供給を委託するものです。また、水道施設においては、非常用発
電機設備の燃料用重油類の供給を委託するものです。

上下水道局

施設管理課

令和2年3月1日

重油類等供給委託（単価契約）

愛知県石油業協同組合



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 西部打出水処理事務所 です。

電話番号 052-351-0150

フジテック株式会社　中部支社名古屋支店

1年あたり876,000円（税抜き）

本委託は、エレベータ設備が安全かつ良好な状態で運転できるように、
定期的な保守点検、消耗品の修理・取替及び障害発生時の緊急対応を行
うものです。エレベータの稼動に当っては高い安全性が求められるた
め、当該機器の保守点検・修理等メンテナンスを行っているフジテック
株式会社中部支社名古屋支店と随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

本委託は、露橋水処理センターに設置されているエレベータの保守点検
を行うものです。

上下水道局

西部打出水処理事務所

令和2年3月6日

露橋水処理センターエレベータ保守点検委託



随意契約の内容の公表
2019010303

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 令和2年3月4日

件名
新型コロナウイルス感染症による休校措置に伴う定期券発行機改修
業務委託

概要

　本件は、定期券システムのうち、新型コロナウイルス感染症による休
校措置に伴う係員操作型ＩＣ定期券発行機の改修業務を委託するもの
である。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、定期券通用期限切れのマナカについても「定期券発売・払戻
額確認業務」を行えるよう、係員操作型ＩＣ定期券発行機の改修を委託
するものであり、当該業務には定期券発行機のプログラム等の詳細情
報が必要である。
　下記業者は定期券発行機のプログラム等の開発元であり著作権を
有していること、当該機器のプログラム等の詳細情報は開発元が公開
していないことから、本件は下記業者しか履行できないため、下記業者
と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 4,950,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局営業課です。
電話番号　052-972-3855



随意契約の内容の公表
2019010345

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 令和2年3月10日

件名
新型コロナウイルス感染症による休校措置に伴う審査統計システムの
改修業務委託

概要

　本件は、新型コロナウイルス感染症による休校措置に伴う学生定期
券の払戻の実施にあたり、審査統計システムの改修業務を委託するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、新型コロナウイルス感染症による休校措置に伴う学生定期
券の払戻の実施にあたり、審査統計システムの改修業務を行うもの
で、当該業務には審査統計システムのプログラム等の詳細情報が必
要である。
　下記業者は審査統計システムのプログラム等の開発元であり著作権
を有していること、当該機器のプログラム等の詳細情報は、開発元が
公開していないことから、下記業者しか履行できないため、下記業者と
随意契約するもの。

契約の相手方 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社　中部支社

契約金額（円） 3,938,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局営業課です。
電話番号　052-972-3855



随意契約の内容の公表
2019008790

局区 交通局

課 自動車運転課

契約締結日 令和2年3月11日

件名 ドライブレコーダーの取り付け業務委託

概要

中川及び鳴尾営業所より港明営業所に車両移動するＤ－ＴＥＧセキュ
リティジャパン製ドライブレコーダー取り付け業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該機器を正常に動作させるため、取り付けにあたっては、詳細な技
術情報に基づいた正確な作業が必要である。当該機器の詳細な技術
情報は公開されておらず、本件業務を行うことができるのは、当該機器
を設計・製造したＤ－ＴＥＧセキュリティジャパンから詳細な技術情報の
提供を受けた下記業者のみであるため、同者と随意契約をするもの。

契約の相手方 東海クラリオン株式会社

契約金額（円） 2,127,312

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局自動車運転課です。
電話番号　052-972-3872



随意契約の内容の公表
2019010252

局区 交通局

課 自動車運転課

契約締結日 令和2年3月6日

件名 バス車内案内表示装置データの改修

概要

令和２年４月１日のダイヤ改正に伴い、バス車内案内表示装置のデー
タを改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

バス車内案内表示装置データの改修にあたっては、詳細な技術情報
に基づいた正確な作業が必要である。当該装置及びデータの詳細な
技術情報は公開されておらず、本件業務を行うことができるのは、当該
装置及びデータを設計・製造した株式会社レゾナントシステムズの指定
営業店である下記業者のみであるため、同者と随意契約を行うもの。

契約の相手方 株式会社富士エージェンシー

契約金額（円） 2,228,270

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局自動車運転課です。
電話番号　052-972-3869



随意契約の内容の公表
2019009493

局区 交通局

課 藤が丘工場

契約締結日 令和2年3月2日

件名 ５０５０形ＳＩＶ装置　電圧検出ユニットの修理

概要

　当局高速度鉄道第１号線５０５０形車両に搭載している補助電源装置
（ＳＩＶ）装置内電圧検出ユニットの修理を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当局高速度鉄道第１号線５０５０形車両に搭載している補助電源装置
（ＳＩＶ）は、三菱電機㈱が設計・開発・製造した装置であり、詳細な技術
情報が公開されておらず本件の修理をすることができるのは三菱電機
㈱のみであるため、その指定営業店である下記業者と随意契約するも
の。

契約の相手方 株式会社菱交　名古屋支店

契約金額（円） 1,045,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車車両課です。
電話番号　052-972-3879



随意契約の内容の公表

局区 港区

課 総務課

契約締結日 令和2年3月31日

件名 港区役所・南陽支所代表電話交換業務委託

概要
港区役所代表電話と南陽支所専用多機能電話の受信、関係部局への
取次ぎ及び関係公所等の紹介等の電話交換業務委託

契約の相手
方を選定し
た理由

名古屋市契約事務手続要綱第３条第１項による入札後資格確認型一
般競争入札により入札を開催したが、不落であったため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第8号により随意契約としたもの。

契約の相手方 株式会社バックスグループ

契約金額（円） 4,620,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、港区役所総務課です。
電話番号　052-654-9615



随意契約の内容の公表

局区 緑区

課 総務課

契約締結日 令和2年3月31日

件名 区長公舎の賃貸借契約（長期継続契約）

概要

　災害時における指揮監督を行う区長の早期参集を図るため、民間所
有の建物を区長公舎として賃借するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　不動産の借り入れ契約であり、契約の相手方である賃貸人が特定さ
れるため。

契約の相手方 積水ハウス不動産中部株式会社

契約金額（円） 月額99,700円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑区総務課です。
電話番号　052-625-3903



随意契約の内容の公表

局区 緑区

課 徳重支所区民生活課

契約締結日 令和元年１１月２６日

件名 緑保健センター徳重分室の一部改修工事の施行に関する委託

概要

　当該委託は、緑保健センター徳重分室において精神難病等に係る障
害福祉窓口を移設するために、同分室の倉庫の通路側に開口部を設
けるなど倉庫から執務室および窓口スペースに改修する工事の施行を
緑区役所徳重支所等共同ビルの管理者に委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　緑保健センター徳重分室が所在する緑区役所徳重支所等共同ビル
は、建物の区分所有等に関する法律（以下「法」という。）第１条の規定
に該当する建物であり、法第３０条第１項の規定に基づき緑区役所徳
重支所等共同ビル管理規約（以下「規約」という。）を定めているところ
である。
　規約では本件の改修工事の施行に関する委託は法第２５条の管理
者と契約することと定められているため。

契約の相手方 株式会社ダイケンビルサービス名古屋支店

契約金額（円） 税込金額６，７１０，０００円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑区役所徳重支所区民生活課です。
電話番号　０５２-８７５-２２０２



随意契約の内容の公表

局区 緑区

課 総務課

契約締結日 令和2年3月9日

件名 緑区役所における吸収式冷温水発生機更新工事

概要

　緑区役所の空調の熱源機である吸収式冷温水発生機は、老朽化に
より故障が頻発しており、令和元年12月の1か月間は運転できなかっ
た。現状、応急措置により暫定的に運転しているが、いつ運転が停止
してもおかしくない状況であるとの指摘を受けていることから、抜本的
な対策としてその更新工事を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この更新工事は、発注後に吸収式冷温水発生機の製造及びその設
置関係工事が行われることから、4か月程度の工期が必要となる。その
更新工事を次の酷暑期までに完了できない場合、区役所利用者の健
康面への深刻な悪影響が生じるおそれがあり、更新の緊急度が非常
に高い。
　したがって、日常的に緑区役所の空調全般の修繕等にあたって施設
を熟知し、直ちに必要な工事を行って酷暑期までに確実に工事を完了
させることができる下記業者を相手方として選定し、地方自治法施行
令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約を締結するものである。

契約の相手方 東邦動力工業株式会社

契約金額（円） 27,995,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑区総務課です。
電話番号　052-625-3903


